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※滋賀県内で充填回収の実績が無かった場合は、各合計欄に「0」を記入する。 

「設置」…機器を新しく設置する際の充填量 

「設置以外」…機器を整備・修繕する際の充填量 

「整備」…機器を整備・修繕する際の回収量 

「廃棄等」…機器を処分する際の回収量 

封筒に記載の登録番号 

平日の日中に連絡がつく電話番号 

※機器の整備時、一時的に回収したフロン 

を、そのまま戻した場合は、「整備」の欄に 

台数のみ計上し、量は計上しない。 

※新しく追加で充填したフロンは、追加し

た分だけ計上する。 

（例：１台、回収量０㎏、追加充填量 0.5 ㎏） 

※今年報告する「年度当初に保管していた量」は、 

昨年報告した「年度末に保管していた量」と原則、同じ数値になる。 

※充填用に購入し保管している、新しいフロンは計上しない。 

※原則、下記のように合計量が同じになる。 

回収した量 ＋ 年度当初に保管していた量 

 

第一種フロン類再生業者に引き渡した量 ＋ フロン類破壊業者に引き渡した量 

＋ 法第 50 条第１項のただし書の規定により自ら再生し、充填したフロン類の量 

＋ 第49条第 1号に規定する者に引き渡した量 

＋ 年度末に保管していた量 

 

「第 49 条第 1 号に規定する者」…都道府県知事が認めたフロン類の引き渡し業者 

                       （再生業者か破壊業者にフロン類を引き渡す者） 
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【参考】 

CFC  …冷媒番号 R11、 R12、 R502 

 HCFC …冷媒番号 R123、 R124、 R22 

 HFC  …冷媒番号 R23、 R32、 R125、 R134a、 R143a、 R404A、 R407C、 R410A、 R507A 

「第 49 条第２号に該当する場合」…第一種フロン類再生業の申請者に、 

フロン類の再生実験のために引き渡し、返却された場合 

※複数の事業所を有する場合は、各事業所の滋賀県内での充填回収の実績を集計し、報告すること。 

「法第 41 条の規定によりフロン類が充填されていないことの確認を

行った第一種特定製品の台数」 

…確認証明書を交付した台数のこと（フロン類の回収量ゼロとして、

引取証明書を交付した場合は該当しない） 


